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大
岡
川
や
中
村
川
、
堀
割
川

な
ど
の
大
岡
川
水
系
に
は
以
前

か
ら
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
な
ど
、

許
可
を
受
け
て
い
な
い
不
法
係

留
船
が
多
く
存
在
し
て
い
ま

す
。
過
去
に
は
不
法
係
留
船
の

舫
が
解
け
て
、
乗
っ
て
い
た
子

ど
も
が
下
流
に
流
さ
れ
る
な
ど

の
事
故
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

県
で
は
平
成
13
年
に
大
岡
川

水
系
を
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
を

撤
去
す
る
必
要
が
あ
る
「
重
点

的
撤
去
区
域
」
に
指
定
し
、
自

主
的
撤
去
を
促
す
と
と
も
に
、

フ
ロ
ー
ト
な
ど
の
予
防
策
を
講

じ
つ
つ
、
悪
質
な
ケ
ー
ス
は
行

政
代
執
行
に
よ
る
強
制
撤
去
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
前
や
今
年

１
月
に
は
大
岡
川
や
中
村
川
で

も
撤
去
を
行
い
、
区
域
指
定
以

降
の
10
年
間
で
１
０
０
隻
以
上

を
撤
去
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

撤
去
の
手
続
き
に
時
間
が
か
か

る
こ
と
や
、
一
定
の
基
準
を
ク

リ
ア
す
れ
ば
係
留
が
認
め
ら
れ

て
い
る
業
務
船
（
港
湾
作
業
船
、

遊
漁
船
な
ど
）
と
個
人
が
趣
味

で
使
う
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の

区
別
が
難
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

３
月
時
点
で
大
岡
川
水
系
に
は

業
務
船
も
含
め
２
５
０
隻
ほ
ど

の
船
舶
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
津
波

に
よ
っ
て
打
ち
上
げ
ら
れ
た
船

が
建
物
を
な
ぎ
倒
す
被
害
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら

の
台
風
シ
ー
ズ
ン
を
考
え
る
と
、

早
急
な
対
策
が
必
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
県
、
市
が
連
携
を
図

り
、
不
法
係
留
一
掃
に
向
け
た

対
策
の
推
進
と
、
適
正
な
保
留

・
保
管
施
設
の
整
備
な
ど
を
進

め
て
い
き
ま
す
。
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